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(57)【要約】
【課題】薄型化を図ることが可能な入力装置を提供する
。
【解決手段】この入力装置（フロントライト一体型タッ
チパネル３００）は、座標入力面３２０ａを含むタッチ
パネル３２０と、タッチパネル３２０の座標入力面３２
０ａとは反対側に設けられたフロントライト３１０と、
タッチパネル３２０とフロントライト３１０との境界部
分に、タッチパネル３２０とフロントライト３１０とで
共用化されるように設けられ、光を透過させることが可
能な透光性基板３３０とを備える。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　座標入力面を含む入力部と、
　前記入力部の前記座標入力面とは反対側に設けられた照明部と、
　前記入力部と前記照明部との境界部分に、前記入力部と前記照明部とで共用化されるよ
うに設けられ、光を透過させることが可能な透光性基板とを備える、入力装置。
【請求項２】
　前記照明部は、前記入力部と共用化された透光性基板の前記入力部とは反対側の表面上
に形成された第１電極層と、前記第１電極層を覆うように形成された発光層と、前記発光
層を覆うように形成された第２電極層とからなる発光素子部を含み、
　前記第１電極層および前記第２電極層に所定の電圧を印加することにより、前記発光素
子部から光が照射されるように構成されている、請求項１に記載の入力装置。
【請求項３】
　前記第１電極層は、陽極層であり、
　前記第２電極層は、陰極層であり、
　前記発光層は、有機発光層であり、
　前記発光素子部は、前記陽極層と、前記有機発光層と、前記陰極層とからなる有機エレ
クトロルミネッセンス素子である、請求項２に記載の入力装置。
【請求項４】
　前記入力部は、前記照明部と共用化された透光性基板の前記入力部側の表面上に形成さ
れた第３電極層と、前記第３電極層の上方に形成された第４電極層とを含む、請求項１～
３のいずれか１項に記載の入力装置。
【請求項５】
　座標入力面を含む入力部と、前記入力部の座標入力面とは反対側に設けられた照明部と
、前記入力部と前記照明部との境界部分に、前記入力部と前記照明部とで共用化されるよ
うに設けられ、光を透過させることが可能な透光性基板とを含む入力装置と、
　前記入力装置の前記座標入力面とは反対側に設けられ、前記照明部から照射された光を
前記座標入力面側に反射させることにより反射表示可能に構成されている表示部とを備え
る、表示装置。
【請求項６】
　前記照明部と前記表示部とを接着するための接着材層をさらに備え、
　前記共用化された透光性基板は、ガラス基板を含み、
　前記接着材層は、前記ガラス基板と略等しい屈折率を有する、請求項５に記載の表示装
置。
【請求項７】
　請求項１～４のいずれか１項に記載の入力装置を備える電子機器。
【請求項８】
　請求項５または６に記載の表示装置を備える電子機器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、入力装置、表示装置および電子機器に関し、特に、入力部および照明部を備
える入力装置、表示装置および電子機器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、入力部および照明部を備える表示装置が知られている（たとえば、特許文献１参
照）。上記特許文献１に開示される表示装置では、観察者により入力可能なタッチパネル
（入力部）と、入力部とは別個に設けられ、タッチパネルの観察者側とは反対側に設けら
れたＬＥＤなどからなる光源および光源からの光を導くための導光板を含む照明部と、光
源の観察者側とは反対側に設けられた反射型液晶ディスプレイ（表示部）とを備えている
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。この表示装置では、タッチパネルと、照明部と、反射型液晶ディスプレイとの３つを積
層させることにより構成されている。また、照明部の光源は、照明部の端部に設けられて
いる。光源から照射された光は、導光板内部で散乱し、一部の光が反射型液晶ディスプレ
イ側に照射される。照射された光が反射型液晶ディスプレイによって反射されることによ
り、反射型液晶ディスプレイ上に反射表示が行われる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開平１１－３４４６９５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上記特許文献１に記載の表示装置では、タッチパネルと、照明部とが別
個に設けられているため、その分、表示装置の厚みが大きくなるという不都合がある。こ
のため、装置の薄型化を図ることが困難であるという問題点がある。
【０００５】
　この発明は、上記のような課題を解決するためになされたものであり、この発明の１つ
の目的は、薄型化を図ることが可能な入力装置、表示装置および電子機器を提供すること
である。
【課題を解決するための手段および発明の効果】
【０００６】
　上記目的を達成するために、この発明の第１の局面における入力装置は、座標入力面を
含む入力部と、入力部の座標入力面とは反対側に設けられた照明部と、入力部と照明部と
の境界部分に、入力部と照明部とで共用化されるように設けられ、光を透過させることが
可能な透光性基板とを備える。
【０００７】
　この第１の局面による入力装置では、上記のように、入力部と照明部との境界部分に、
入力部と照明部とで共用化されるように設けられ、光を透過させることが可能な透光性基
板を備えることによって、たとえば、透光性基板の一方側に入力部を構成するとともに、
透光性基板の他方側に照明部を構成することにより、入力部と照明部とを一体的に構成す
ることができる。これにより、別個に構成された入力部と照明部とを積層させる場合と異
なり、入力部および照明部の合計の厚みが小さくなるので、入力部および照明部の合計の
厚みが大きくなるのを抑制することができる。その結果、装置の薄型化を図ることができ
る。
【０００８】
　上記第１の局面による入力装置において、好ましくは、照明部は、入力部と共用化され
た透光性基板の入力部とは反対側の表面上に形成された第１電極層と、第１電極層を覆う
ように形成された発光層と、発光層を覆うように形成された第２電極層とからなる発光素
子部を含み、第１電極層および第２電極層に所定の電圧を印加することにより、発光素子
部から光が照射されるように構成されている。このように構成すれば、入力部と発光素子
部を含む照明部とを共通の透光性基板を用いて容易に一体的に構成することができる。
【０００９】
　この場合、好ましくは、第１電極層は、陽極層であり、第２電極層は、陰極層であり、
発光層は、有機発光層であり、発光素子部は、陽極層と、有機発光層と、陰極層とからな
る有機エレクトロルミネッセンス素子である。このように構成すれば、入力部と有機エレ
クトロルミネッセンス素子を含む照明部とを一体的に構成することができる。
【００１０】
　上記第１の局面による入力装置において、好ましくは、入力部は、照明部と共用化され
た透光性基板の入力部側の表面上に形成された第３電極層と、第３電極層の上方に形成さ
れた第４電極層とを含む。このように構成すれば、入力部と照明部とで共用化された透光
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性基板の入力部側の第３電極層と第４電極層とからタッチパネルを形成することができる
ので、照明部とタッチパネルとを容易に一体的に構成することができる。
【００１１】
　この発明の第２の局面における表示装置は、座標入力面を含む入力部と、入力部の座標
入力面とは反対側に設けられた照明部と、入力部と照明部との境界部分に、入力部と照明
部とで共用化されるように設けられ、光を透過させることが可能な透光性基板とを含む入
力装置と、入力装置の座標入力面とは反対側に設けられ、照明部から照射された光を座標
入力面側に反射させることにより反射表示可能に構成されている表示部とを備える。
【００１２】
　上記第２の局面による表示装置では、上記のように構成することにより、入力装置の入
力部と照明部とを一体的に構成することができる。これにより、入力部および照明部の合
計の厚みが小さくなるので、入力部および照明部の合計の厚みが大きくなるのを抑制する
ことができる。また、入力装置の入力部と照明部とで透光性基板を共用することによって
、入力部と照明部との間の境界面の数を減少させることができるので、照明部から照射さ
れた光が入力部と照明部との間の境界面で反射または屈折されるのを抑制しながら表示部
により反射表示を行うことができる。
【００１３】
　この場合、好ましくは、照明部と表示部とを接着するための接着材層をさらに備え、共
用化された透光性基板は、ガラス基板を含み、接着材層は、ガラス基板と略等しい屈折率
を有する。このように構成すれば、接着材層とガラス基板とを透過する光が、接着材層と
ガラス基板との境界面において屈折するのを抑制することができる。
【００１４】
　この発明の第３の局面による電子機器は、上記のいずれかの構成を有する入力装置を備
える。このように構成すれば、薄型化を図ることが可能な入力装置を備えた電子機器を得
ることができる。
【００１５】
　この発明の第４の局面による電子機器は、上記のいずれかの構成を有する表示装置を備
える。このように構成すれば、薄型化を図ることが可能な表示装置を備えた電子機器を得
ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明の第１実施形態による表示装置の断面図である。
【図２】図１の６５０－６５０線に沿った断面図である。
【図３】図１の７００－７００線に沿った断面図である。
【図４】本発明の第２実施形態による表示装置の断面図である。
【図５】図４の８００－８００線に沿った断面図である。
【図６】本発明の第１および第２実施形態による表示装置を用いた電子機器の第１の例を
説明するための図である。
【図７】本発明の第１および第２実施形態による表示装置を用いた電子機器の第２の例を
説明するための図である。
【図８】本発明の第１および第２実施形態による表示装置を用いた電子機器の第３の例を
説明するための図である。
【図９】本発明の第１実施形態による表示装置の変形例を説明するための図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下、本発明の実施形態を図面に基づいて説明する。
【００１８】
（第１実施形態）
　図１～図３を参照して、本発明の第１実施形態による表示装置１００の構成について説
明する。
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【００１９】
　第１実施形態による表示装置１００は、図１に示すように、反射型液晶表示部２００と
、フロントライト一体型タッチパネル３００とを備えている。なお、反射型液晶表示部２
００は、本発明の「表示部」の一例であり、フロントライト一体型タッチパネル３００は
、本発明の「入力装置」の一例である。また、反射型液晶表示部２００と、フロントライ
ト一体型タッチパネル３００とは、光硬化性または熱硬化性の樹脂からなる接着材層４０
０によって接着されている。
【００２０】
　反射型液晶表示部２００は、ガラスなどの透光性を有する材料からなるＴＦＴ基板２０
１を備えている。このＴＦＴ基板２０１の表面上には、ＴＦＴ基板２０１上に設けられた
複数の画素（図示せず）に対応するようにスイッチング用の複数のＴＦＴ（Ｔｈｉｎ　Ｆ
ｉｌｍ　Ｔｒａｎｓｉｓｔｏｒ：薄膜トランジスタ）２０２が形成されている。また、Ｔ
ＦＴ基板２０１およびＴＦＴ２０２の表面上を覆うように層間絶縁膜２０３が形成されて
いる。この層間絶縁膜２０３のＴＦＴ２０２のソース（図示せず）またはドレイン（図示
せず）に対応する位置には、コンタクトホール２０３ａが形成されている。また、層間絶
縁膜２０３の表面上には、複数のＴＦＴ２０２に対応するようにＡｌ（アルミニウム）な
どの反射材料からなる反射画素電極２０４が形成されている。また、反射画素電極２０４
は、コンタクトホール２０３ａを介してＴＦＴ２０２のソースまたはドレインと電気的に
接続されている。
【００２１】
　反射画素電極２０４の上方には、液晶層２０５が設けられており、液晶層２０５を挟ん
でＴＦＴ基板２０１と対向するようにガラスなどの透光性を有する材料からなる対向基板
２０６が配置されている。対向基板２０６の液晶層２０５側（矢印Ｚ２方向側）の表面上
には、ＩＴＯ（Ｉｎｄｉｕｍ　Ｔｈｉｎ　Ｏｘｉｄｅ）などの透明導電材料からなる共通
電極２０７が形成されている。また、ＴＦＴ基板２０１と、対向基板２０６とは、樹脂な
どからなるシール２０８によって、液晶層２０５を封入するように貼り合わせられている
。
【００２２】
　また、対向基板２０６の液晶層２０５とは反対側（矢印Ｚ１方向側）の表面上には、拡
散粘着層からなる光散乱層２０９が形成されている。この光散乱層２０９は、後述するフ
ロントライト３１０から矢印Ｚ２方向側に照射された光を散乱させて反射画素電極２０４
に均一に照射させるために設けられている。また、光散乱層２０９の表面上には、偏光板
２１０が形成されている。
【００２３】
　ここで、第１実施形態では、フロントライト一体型タッチパネル３００は、トップエミ
ッション型の後述する有機ＥＬ（エレクトロルミネッセンス）素子３１５を含むフロント
ライト３１０、座標入力面３２０ａ（図３参照）を含む抵抗膜方式のタッチパネル３２０
、および、ガラスなどからなるとともに光を透過させることが可能な透光性基板３３０と
を備えている。この透光性基板３３０は、タッチパネル３２０とフロントライト３１０と
の境界部分に配置されるとともに、タッチパネル３２０とフロントライト３１０とで共用
されている。なお、フロントライト３１０は、本発明の「照明部」の一例であり、抵抗膜
方式のタッチパネル３２０は、本発明の「入力部」の一例である。また、フロントライト
３１０は、透光性基板３３０の矢印Ｚ２方向側に形成されている。抵抗膜方式のタッチパ
ネル３２０は、透光性基板３３０の矢印Ｚ１方向側（観察者Ａ側）に形成されている。
【００２４】
　また、第１実施形態では、ガラス基板からなる透光性基板３３０の屈折率は、光硬化性
または熱硬化性のアクリル樹脂などからなる接着材層４００の屈折率と略同じである。た
とえば、ガラス基板からなる透光性基板３３０の屈折率が１．４以上１．５以下である場
合には、アクリル樹脂などからなる接着材層４００の屈折率は、１．４以上１．６以下で
あればよい。
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【００２５】
　トップエミッション型の有機ＥＬを含むフロントライト３１０では、図１に示すように
、透光性基板３３０の裏面側（矢印Ｚ２方向側）には、樹脂からなる複数の遮光膜３１１
が形成されている。この遮光膜３１１は、図２に示すように、平面的に見て、マトリクス
状に配置されている。また、図１に示すように、遮光膜３１１の裏面側には、ＩＴＯなど
の透明導電材料からなる陽極層３１２が形成されている。なお、陽極層３１２は、本発明
の「第１電極層」の一例である。この陽極層３１２の裏面側には有機発光層３１３が形成
されている。有機発光層３１３の裏面側には、陰極層３１４が形成されている。なお、陰
極層３１４は、本発明の「第２電極層」の一例である。この陰極層３１４は、金（Ａｕ）
または銀（Ａｇ）などからなる。
【００２６】
　また、図２に示すように、平面的に見て、陰極層３１４の面積は、遮光膜３１１、陽極
層３１２および有機発光層３１３の面積よりも小さくなるように構成されている。また、
陽極層３１２、有機発光層３１３および陰極層３１４によりトップエミッション型の有機
ＥＬ素子３１５が構成される。そして、陽極層３１２および陰極層３１４に所定の電圧を
印加することにより、有機発光層３１３から矢印Ｚ２方向側に光が照射されるように構成
されている。また、有機発光層３１３から照射された光は、反射型液晶表示部２００の反
射画素電極２０４により、観察者Ａ側に反射されるように構成されている。また、透明基
板３１６と、透光性基板３３０とは、樹脂などからなるシール３１７によって貼り合わさ
れている。
【００２７】
　抵抗膜式のタッチパネル３２０では、図１に示すように、透光性基板３３０の表面上に
は、ＩＴＯなどの透明性の導電材料からなる透明電極膜３２１が形成されている。なお、
透明電極膜３２１は、本発明の「第３電極層」の一例である。この透明電極膜３２１は、
平面的に見て、座標入力面３２０ａ（図３参照）に対応する領域に薄膜状に形成されてい
る。また、透光性基板３３０の上方（矢印Ｚ１方向側）には、透光性基板３３０に対向す
るように、撓み変形可能な透明基板３２２が配置されている。この透明基板３２２の裏面
側には、ＩＴＯなどの透明性の導電材料からなる透明電極膜３２３が形成されている。な
お、透明電極膜３２３は、本発明の「第４電極層」の一例である。この透明電極膜３２３
は、平面的に見て、座標入力面３２０ａ（図３参照）に対応する領域に薄膜状に形成され
ている。
【００２８】
　また、透光性基板３３０と、透明基板３２２との間には、感光性のアクリル系の樹脂な
どからなるスペーサ３２４が形成されている。また、スペーサ３２４は、図３に示すよう
に、平面的に見て、マトリクス状に配置されるとともに、図１に示すフロントライト３１
０の有機ＥＬ素子３１５とオーバーラップするように配置されている。また、透光性基板
３３０と、透明基板３２２とは、樹脂などからなるシール３２５によって貼り合わされて
いる。
【００２９】
　タッチパネル３２０では、観察者Ａが透明基板３２２を押圧することによって、透明基
板３２２が撓むとともに、透明電極膜３２３も撓むように構成されている。そして、透明
電極膜３２３が透明電極膜３２１の表面に接触した際に、透明電極膜３２３と透明電極膜
３２１とが接触した位置において電気的な導通が行われる。この接触位置を検出部（図示
せず）によって検出することにより、観察者Ａが座標入力面３２０ａのどの位置を押圧し
たかを検出するように構成されている。
【００３０】
　第１実施形態では、上記のように、タッチパネル３２０とフロントライト３１０との境
界部分に、タッチパネル３２０とフロントライト３１０とで共用化されるように設けられ
、光を透過させることが可能な透光性基板３３０を備えることによって、透光性基板３３
０の一方側にタッチパネル３２０を構成するとともに、透光性基板３３０の他方側にフロ
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ントライト３１０を構成することにより、タッチパネル３２０とフロントライト３１０と
を一体的に構成することができる。これにより、別個に構成されたタッチパネルとフロン
トライトとを積層させる場合と異なり、タッチパネル３２０およびフロントライト３１０
の合計の厚みが小さくなるので、フロントライト一体型タッチパネル３００の厚みが大き
くなるのを抑制することができる。その結果、フロントライト一体型タッチパネル３００
の薄型化を図ることができる。
【００３１】
　また、第１実施形態では、上記のように、有機ＥＬ素子３１５を、陽極層３１２と、有
機発光層３１３と、陰極層３１４とからなる有機ＥＬ素子３１５により構成することによ
って、タッチパネル３２０と有機ＥＬ素子３１５を含むフロントライト３１０とを一体的
に構成することができる。
【００３２】
　また、第１実施形態では、上記のように、タッチパネル３２０が、フロントライト３１
０と共用化された透光性基板３３０のタッチパネル３２０側の表面上に形成された透明電
極膜３２１と、第３電極の上方に形成された透明電極膜３２３とを含むことによって、タ
ッチパネル３２０とフロントライト３１０とで共用化された透光性基板３３０のタッチパ
ネル３２０側に形成された透明電極膜３２１と透明電極膜３２３とから抵抗膜方式のタッ
チパネル３２０を形成することができるので、フロントライト３１０と抵抗膜方式のタッ
チパネル３２０とを容易に一体的に構成することができる。
【００３３】
　また、第１実施形態では、上記のように、フロントライト一体型タッチパネル３００と
、反射型液晶表示部２００とを備えることによって、フロントライト一体型タッチパネル
３００のタッチパネル３２０とフロントライト３１０とを一体的に構成することができる
。これにより、フロントライト３１０と、タッチパネル３２０との間の境界面の数を減少
させることができるので、フロントライト３１０から照射された光がタッチパネル３２０
と、フロントライト３１０との間の境界面で反射または屈折されるのを抑制しながら反射
型液晶表示部２００により反射表示を行うことができる。
【００３４】
　また、第１実施形態では、上記のように、共用化された透光性基板３３０が、ガラス基
板を含み、接着材層４００が、ガラス基板と略等しい屈折率を有することによって、接着
材層４００とガラス基板とを透過する光が、接着材層４００とガラス基板との境界面にお
いて屈折するのを抑制することができる。
【００３５】
（第２実施形態）
　次に、図４および図５を参照して、第２実施形態について説明する。この第２実施形態
では、上記した抵抗膜方式のタッチパネル３２０を備えた第１実施形態とは異なり、静電
容量方式のタッチパネル３４０を備えた表示装置１０１について説明する。なお、静電容
量方式のタッチパネル３４０は、本発明の「入力部」の一例である。
【００３６】
　第２実施形態による表示装置１０１のフロントライト一体型タッチパネル３００ａの静
電容量方式のタッチパネル３４０では、図４に示すように、透光性基板３３０の上の座標
入力面３４０ａ（図５参照）に対応する領域に、ＩＴＯなどの透明導電材料からなる透光
性電極部３４１が形成されている。なお、フロントライト一体型タッチパネル３００ａは
、本発明の「入力装置」の一例であり、透光性電極部３４１は、本発明の「第３電極層」
の一例である。透光性電極部３４１の表面上には、ＳｉＯ２膜（酸化シリコン膜）などか
らなる絶縁膜３４２が形成されている。絶縁膜３４２の表面上には、ＩＴＯなどの透明導
電材料からなる透光性電極部３４３が形成されている。なお、透光性電極部３４３は、本
発明の「第４電極層」の一例である。
【００３７】
　また、図４に示す透光性電極部３４１、絶縁膜３４２および透光性電極部３４３は、図
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５に示すように、平面的に見て、菱形形状を有するとともに、千鳥格子状に配置されてい
る。また、透光性電極部３４３の上方には、保護層３４４が配置されている。また、保護
層３４４と、透光性基板３３０とは、樹脂などのシール３４５により貼り合わされている
。静電容量方式のタッチパネル３４０では、透光性電極部３４１および透光性電極部３４
３に所定の電圧が印加されている場合に、座標入力面３４０ａのいずれかの位置を観察者
Ａが指で押圧すると、透光性電極部３４１および透光性電極部３４３と、指との間で容量
が発生（容量が変化）するので、静電容量の変化を検出部（図示せず）により検出するこ
とによって、観察者Ａが座標入力面３４０ａのどの位置を押圧したかを検出するように構
成されている。
【００３８】
　なお、第２実施形態のその他の構成は、上記した第１実施形態と同様である。
【００３９】
　第２実施形態では、上記のように、タッチパネル３４０が、フロントライト３１０と共
用化された透光性基板３３０のタッチパネル３４０側の表面上に形成された透光性電極部
３４１と、透光性電極部３４１の上方に形成された透光性電極部３４３とを含むことによ
って、タッチパネル３４０とフロントライト３１０とで共用化された透光性基板３３０の
タッチパネル３４０側に形成された透光性電極部３４１と透光性電極部３４３とにより静
電容量方式のタッチパネル３４０を形成することができるので、フロントライト３１０と
静電容量方式のタッチパネル３４０とを容易に一体的に構成することができる。
【００４０】
　なお、第２実施形態のその他の効果は、上記した第１実施形態と同様である。
【００４１】
　図６～図８は、それぞれ、本発明の第１および第２実施形態による表示装置１００およ
び１０１を用いた電子機器の第１の例～第３の例を説明するための図である。図６～図８
を参照して、本発明の第１および第２実施形態による表示装置１００および１０１を用い
た電子機器について説明する。
【００４２】
　本発明の第１および第２実施形態による表示装置１００および１０１は、図６～図８に
示すように、ＰＣ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｃｏｍｐｕｔｅｒ）５００、携帯電話５１０およ
び情報携帯端末５２０（ＰＤＡ：Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ａｓｓｉｓｔａｎ
ｔｓ）などに用いることが可能である。図６のＰＣ５００においては、キーボードなどの
入力部５００ａおよび表示画面５００ｂなどに本発明の第１および第２実施形態による表
示装置１００および１０１を用いることが可能である。図７の携帯電話５１０においては
、表示画面５１０ａに本発明の第１および第２実施形態による表示装置１００および１０
１が用いられる。図８の情報携帯端末５２０においては、表示画面５２０ａに本発明の第
１および第２実施形態による表示装置１００および１０１が用いられる。
【００４３】
　なお、今回開示された実施形態は、すべての点で例示であって制限的なものではないと
考えられるべきである。本発明の範囲は、上記した実施形態の説明ではなく特許請求の範
囲によって示され、さらに特許請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が
含まれる。
【００４４】
　たとえば、上記した第１および第２実施形態では、透光性基板をガラス基板により構成
する例を示したが、本発明はこれに限らず、光が透過する材料であれば、ガラス以外の材
料により透光性基板を形成してもよい。
【００４５】
　また、上記した第１および第２実施形態では、透光性基板の上方に抵抗膜方式または静
電容量方式のタッチパネルを配置する例を示したが、本発明はこれに限らず、抵抗膜方式
または静電容量方式以外の方式のタッチパネルを配置してもよい。
【００４６】
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　また、上記した第１および第２実施形態では、透光性基板の裏面側のフロントライトに
トップエミッション型の有機ＥＬを用いたフロントライトを適用する例を示したが、本発
明はこれに限らず、透光性基板の裏面側のフロントライトにトップエミッション型以外の
方式の有機ＥＬを用いたフロントライトや有機ＥＬ以外の発光素子を用いるフロントライ
トを適用してもよい。
【００４７】
　また、上記した第１および第２実施形態では、フロントライトと、反射型液晶表示部と
を接着材層により貼り合わせる例を示したが、本発明はこれに限らず、図９に示す変形例
の表示装置１０２のように、フロントライト３１０と、反射型液晶表示部２００とを所定
の間隔を隔てて配置することにより、フロントライト３１０と、反射型液晶表示部２００
との間に空気層４１０を形成してもよい。
【００４８】
　また、上記した第１および第２実施形態では、本発明の一例として、表示部に反射型液
晶表示部を適用する例を示したが、本発明はこれに限らず、表示部に電気泳動、電子粉流
体およびエレクトロウェッティングを利用した電子ペーパーを適用してもよい。
【００４９】
　また、上記した第１および第２実施形態では、本発明の一例として、表示部に反射型液
晶表示部を適用する例を示したが、本発明はこれに限らず、ポスターなどの紙類や車載用
のアナログ計器類を表示部に配置してもよい。
【符号の説明】
【００５０】
　１００、１０１、１０２　表示装置
　２００　反射型液晶表示部（表示部）
　３００、３００ａ　フロントライト一体型タッチパネル（入力装置）
　３１０　フロントライト（照明部）
　３１２　陽極層（第１電極層）
　３１３　有機発光層（発光層）
　３１４　陰極層（第２電極層）
　３１５　有機ＥＬ（エレクトロルミネッセンス）素子（発光素子部）
　３２０、３４０　タッチパネル（入力部）
　３２０ａ、３４０ａ　座標入力面
　３２１　透明電極膜（第３電極層）
　３２３　透明電極膜（第４電極層）
　３３０　透光性基板
　３４１　透光性電極部（第３電極層）
　３４３　透光性電極部（第４電極層）
　４００　接着材層
　４１０　空気層
　５００　ＰＣ（電子機器）
　５１０　携帯電話（電子機器）
　５２０　情報携帯端末（電子機器）
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